
広島市で発生した職員死亡事故について 

 
１ 事故概要 

（１）発生日時 平成１７年８月１０日（水曜日）午後２時３０分頃 
（２）発生場所 広島市西区己斐中三丁目４－３７地先付近 
        雨水暗渠（内径 600×700～1,120／800×800）内 
        （参照：図－１位置図、図－２下水道施設平面図） 
（３）被災者（死亡） 

    西区役所建設部土木課 主任技師 ５２才 経験年数３４年 
（４）事故の状況 

    暗渠補修作業のため暗渠内に仮設置していた土のう５袋が、雨で流失したこと

から、土のうが暗渠断面を阻害している危険性が生じた。このため、職員が暗渠

内に入り、流失した土のうを捜していたところ、突然の激しい降雨による出水で

押し流され死亡した。 
   （参照：図－３.１、図－３.２災害発生状況図、現場写真） 
（５）事故の経緯 

  ア 土のうの流失 

    事故当日 8:40 頃、補修業者より下水道担当職員に、前日に暗渠の補修を完了

した（土のうはまだ設置したまま）との報告があった。また、12:10～12:20 頃

かなりの降雨（10 分間に６mm）があったため、当日午後、下水道担当職員２名

が、暗渠補修の完了状況と昼過ぎの雨により土のうが流失していないかを確認す

るため、現地に向かった。 
13:30 頃、現地に到着し、Ｘ地点のグレーチング蓋を開け暗渠内を覗いたとこ

ろ、土のうが流失していた。この土のうが暗渠内のどこかに留まり断面を阻害し

ていた場合、雨水が溢れて道路や民地が浸水する危険性が生じることになる。こ

のため、二人は土のうを確認しようと暗渠に沿って約１６０ｍ下流のＹ地点（グ

レーチング蓋となっており開閉可能）まで歩いた。しかし、途中は開閉が困難な

コンクリート蓋などであったため、土のうの確認ができなかった。 
  イ 暗渠内に入ることを判断 

    路上からの調査では土のうの確認ができなかったため、暗渠内に入って土のう

を捜すことを職員二人で話し合った。この時の暗渠内の状況は、昼過ぎの雨は上

がっており、水流はほとんどなかった。また、空模様を見ると北の方に雨雲があ

ったため、携帯電話で連絡を取り、西区土木課職員に広島県防災情報システムを

確認してもらい、「雨雲が北にあり、西から東に動いている」との報告を受けた。 
  これらのことを勘案し、暗渠内を調査し土のうがあれば撤去する作業は短時間

（２０～３０分）で終了できるため問題ないと考え、被災者となった職員は自ら

が暗渠内に入ることにした。 
  ウ 暗渠内に入っての調査 

    14:00 頃、被災職員はもう一人の職員に地上からのサポートを指示し、暗渠内

に入っていった。被災職員は、暗渠頂版の小さな開口部から地上職員と連絡を取

り合いながら四つん這いの状態で下流側に向かい調査を続けた。 
    調査開始後１０分ほどして（14:10 分頃）Ｙ地点まで残り６０ｍとなったとこ

ろで、雨が降り始めた。このため、被災職員は地上職員と話し合い、Ｙ地点でグ

レーチングを開けライトを点灯して誘導するように指示したが、その直後の

14:15 分頃より激しい雷雨となった。（参照：図―４事故時雨量記録 14:10～
14:20 分の１０分間雨量 12mm という激しい降雨を記録） 
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  エ 事故発生 

14:25 頃、被災職員がＹ地点に到着したが、この時の水深は５cm 程度であっ

た。到着した被災職員が地上に出ようと地面に手をかけた瞬間、轟音とともに水

深４０cm ほどの鉄砲水が襲ってきた。被災職員は地面に両手をつき上半身を乗

り出すようにし地上職員もなんとか引き上げようとして、しばらく二人で踏ん張

っていたが、水流は強く 14:30 頃、ついに被災職員は流されていった。地上職員

は直ちに西区役所に連絡を取り、区役所から消防・警察に応援を求めるとともに、

区役所職員も出動して捜索を行った。 
17:15 分頃、太田川放水路と八幡川の合流地点（Ｚ地点）で被災職員を発見し

たが、搬送された病院で 17:44 分に死亡が確認された。 
 

２ 事故の要因 

（１）気象状況の判断 

   事故当日は、朝から広島県南部に大雨注意報が発令されており、局所的な強い雷

雨も予想される状況であり、実際に昼過ぎにはかなり強い降雨があった。 
   被災職員は、暗渠に入る前には雨雲の様子を区役所職員に電話で確認しており、

降雨の可能性は十分認識していたが、短時間の作業であれば大丈夫であると判断し

た。判断を行った時点では、直後に激しい降雨を予測することは困難であったと思

われるが、結果的には誤った判断となった。 
（２）暗渠の構造 

   事故が発生した暗渠は、団地造成時雨水幹線として設置されたもので、Ｘ地点か

らＹ地点に至る区間は勾配が５～１２％という急勾配である。このため、事故時の

水深は４０cm 程度であったが、相当の流速で水流が強く地上に這い上がることが

できなかったものと考えられる。 
 
３ 再発防止措置 

（１）講習会による安全管理の徹底 

   事故後、直ちに、「雨天時における管路施設の建設工事及び施設管理に関する安

全管理について」というテーマで、下水道関係の管理職を含む職員全員を対象とし

て、講習会を開催し、安全管理の徹底を図った。（参照：参考資料 下水道施設内で

の作業における安全対策留意点） 
（２）安全器具の配備 

   安全帯、ロープ、ガス検知器等の安全器具について、各区役所における保有状況

の確認を行い、不足するものについては購入した。また、ガス検知器については、

毎年、外注による点検や整備を実施することを徹底した。 
（３）携帯電話等による現場での気象情報の把握 

   暗渠等に入る前には、直前に携帯電話等により、最新の気象情報を把握すること

とし、各区役所の下水道維持管理担当職員に携帯電話を配備した。 
 
 



Ｘ　　　職員が下水道雨水暗渠内に入った地点

　　　　（広島市西区己斐中三丁目６－２地先付近）

Ｙ　　　職員が下水道雨水暗渠から出ようとして流された地点

　　　　（広島市西区己斐中三丁目４－３７地先付近）

Ｚ　　　流された職員が発見された地点

　　　　（太田川放水路と八幡川との合流地点）
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X地点
　職員が暗渠内に入った地点

Ｙ地点
　職員が暗渠から出ようとして流された地点

1,120×800×800　～　□1,000×700 L=107.8m　i=10～

□ 600×700　L=50.0ｍ　i＝5～6％

図－２　下水道施設平面



図－３.１　災害発生状況図

   

   



図－３.２　災害発生状況図
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現場写真（Ｙ地点）

Ｙ地点から上流側を見る

　主任技師は、１４：００頃よりＸ地点から調査を始　
め、１４：２５頃この地点に到着。この間１４：１０　
頃から雨が降り始め、１４：１５頃より激しい雷雨に　
なっていた。地上職員は、グレーチング蓋を開け、ラ　
イトを点けて誘導していた。

Ｙ地点から下流側を見る

　到着した主任技師は、両手を地面について上半身を
乗り出そうとした瞬間に４０ｃｍ程の水流に足元をす
すくわれ、踏ん張りきれず流されていった。
地上職員は、とっさに主任技師の体を掴み、引き上げ
ようとしたが、流れは強く止めることはできなかった。



 
 

平成 17 年 8 月 25 日 

下水道施設（管渠）内での作業における安全対策留意点 

 

下水道施設（管渠）内において、安全に維持管理作業を行なうための留意点は、以下のとおりである。 

 

１ 危険要因に対する留意点について  

(1) 道路交通について 
   適切な防護柵、注意灯等の設置。監視員や誘導員の配置。 
(2) 流水について 

   管路内で作業するときは、上流での降雨、高潮等による逆流による増水等、不測の事態に備える。

施設内の作業員と監視員は常に連絡が取れるようにする。水深が深い場合等は安全帯を使用し、ロ

ープの一端を監視員に託すようにする。 
(3) 墜落等について 

   マンホール内での墜落、地上の道具の落下に備え、作業に適した服装で保護具を着用する。２ｍ

以上の高所作業で防護柵等が無い場合は、安全帯を着用する。足掛金物は、腐食の有無を確認する。 
(4) 酸素欠乏、硫化水素中毒について 

   酸欠危険箇所の選定、酸素欠乏危険作業主任者の選任、作業開始前の空気中の酸素濃度及び硫化

水素ガス濃度をガス検知器により測定。安全帯及び保護具を着用する。 

(5) 可燃性ガスについて 

   下水が滞留する箇所の管路内等には、有毒性のガスが発生する恐れがあるので、作業前に上下流

のマンホール蓋を開放し、十分に換気するとともに、ガス測定器等で安全性を確認し、必要に応じ

て強制換気を行なう。 

(6) 掘削について 
  地山の崩壊、埋設物の損壊等の恐れがある時は、あらかじめ作業箇所及びその周辺の地山につい

て十分に調査し、これに基づき掘削の時期及び方法を定める。 

【参考資料】下水道維持管理指針（社団法人日本下水道協会） 

 
２ 日常の予防対策について 

(1) 危機管理意識の高揚：維持管理担当者会議において、年度当初に安全に対する研修を行ない、事

例紹介等により担当者の危険予知に対する意識を高める。 
(2) 下水道台帳システム利用者の拡大：各区においては、維持管理担当者以外でもシステムによる閲

覧操作ができるよう、使用方法を周知する。 
 

３ 作業手順上の留意点について 
(1) 出発前の対応 

① 気象情報の確認：降雨情報（降水ナウキャスト等）により、降雨実績とともに降雨予測を十分

に確認する。 
② 下水道台帳システムによる情報確認：断面形状、大きさ、材質（滑りやすさ）、勾配（流速）、

延長、管底高（段差）、上下流追跡（流域）等の情報を事前に十分に確認する。 
(2) 現場での対応 

① 複数人による対応：複数の人員により対応し、地上の職員とは常に連絡が取れるようにする。 
② 気象情報の再確認：携帯電話により、気象情報を再確認する。 
③ ガス検知器等の使用：ガス検知器等により、作業前に施設内のガス濃度等を測定し、安全性を

確認する。 
④ 安全帯等の着用：転落、流水等の恐れがある場合は、必要に応じて安全帯等を着用する。 
⑤ 危険性の回避：施設内の状況確認については、デジカメを遠隔操作すること等で行ない、危険

性の高い施設に入る頻度を減らす。 

参考資料


